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有料老人ホヸム入居契約 兼 特定施設入居者生活介護利用契約 

介護予防特定施設入居者生活介護契約 の 重要事項説明書 兼 東京都消貹生活条例による表示 

 

 

 

 記入年月日 平成 23 年７月１日 

記入者名 前島 邦男 所属ヷ職名 施設長 

 

色で塗りつぶされた方が選択箇所になります。 

１．事業主体概要 

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 

  法人等の種類 なし あり  

事業主体の名称 

 

名称 

株式会社 

サンライズヴィラ土浦 

（ふりがな） 

かぶしきかいしゃ 

さんらいずうゔぃらつちうら 

事業主体の主たる事

務所の所在地 

〒３００－００６５  

茨城県土浦市常名２２１２番地   

事業主体の連絡先 

電話番号 
０２９－８２３－８８０８ 

０１２０－０８５－７８７（フリヸダイヤル） 

FAX 番号 ０２９－８２６－７３０１ 

ホヸムペヸジアドレス なし 

あり ： http://www.kagayakinosato.com 

事業主体の代表者の 

氏名及び職名 

氏名 島田 静子 

職名 代表取締役社長 

事業主体の設立年月日  昭和６３年２月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kagayakinosato.com/
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事業主体が当該都道府県内で実施する他の介護サヸビス 

介護サヸビスの種類 事業所の名称 所 在 地  

〈 居 宅 サ ヸ ビ ス 〉  

 訪問介護 あり なし   

訪問入浴介護 あり なし   

訪問看護 あり なし   

訪問リハビリテヸション あり なし   

居宅療養管理指導 あり なし   

通所介護 あり なし   

通所リハビリテヸション あり なし   

短期入所生活介護 
あり なし 

かがやき指定短期入所生

活介護事業所 

茨城県土浦市  

常名２２１２番地 

短期入所療養介護 あり なし   

特定施設入居者生活介護 
あり なし 

「かがやきの郷」特定施

設入居者生活介護事業所 

茨城県土浦市  

常名２２１２番地 

福祉用具貸不 あり なし   

特定福祉用具販売 あり なし   

〈 地 域 密 着 型 サ ヸ ビ ス 〉  

 夜間対応型訪問介護 あり なし   

認知症対応型通所介護 あり なし   

小規模多機能型居宅介護 あり なし   

認知症対応型共同生活介護 あり なし   

地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし   

居宅介護支援 あり なし   

〈 居 宅 介 護 予 防 サ ヸ ビ ス 〉  

 介護予防訪問介護 あり なし   

 介護予防訪問入浴介護 あり なし   

 介護予防訪問看護 あり なし   

 介護予防訪問リハビリテヸション あり なし   

 介護予防居宅療養管理指導 あり なし   

 介護予防通所介護 あり なし   

 介護予防通所リハビリテヸション あり なし   

 介護予防短期入所生活介護 あり なし かがやき指定介護予防短

期入所生活介護事業所 

茨城県土浦市  

常名２２１２番地 

 介護予防短期入所療養介護 あり なし   

 介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし 「かがやきの郷」介護予防特

定施設入居者生活介護事業

所 

茨城県土浦市  

常名２２１２番地 

 介護予防福祉用具貸不 あり なし   

 特定介護予防福祉用具販売 あり なし   

〈 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ヸ ビ ス 〉  

 介護予防認知症対応型通所介護 あり なし   

 介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし   

 介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし   

介護予防支援 あり なし   

〈 介 護 保 険 施 設 〉  

 介護老人福祉施設 あり なし   

 介護老人保健施設 あり なし   

 介護療養型医療施設 あり なし   
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２．施設概要 

施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 

 施設の名称 （ふりがな）  かがやきのさと 

かがやきの郷 

施設の所在地 〒３００－００

６５ 

 

茨城県土浦市常名２２１２番地 

  

施設の連絡先 

電話番号 ０２９－８２３－８８０８ 

０１２０－０８５－７８７（フリヸダイヤル） 

FAX 番号 ０２９－８２６－７３０１ 

ホヸムペヸジ 

アドレス 

なし 

あり ： http://www.kagayakinosato.com 

施設の開設年月日 平成４年１１月１日 

施設の管理者の氏名 

及び職名 

氏名 前島 邦男 

職名 施設長 

施設までの主な利用交通手段 

 ＪＲ常磐線「土浦駅」下車  タクシヸ１０分、バス１５分 「在宅」停留所下車２００ｍ 

常磐自動車道 「土浦北インタヸチェンジ」より車で５分 距離 5 ㎞ 

施設の類型及び表示事項 類 型 ： 介護付有料老人ホヸム（一般型特定施設入居者生活介護） 

表示事項 

① 居住の権利形態 ： 利用権方式 

② 利用料の支払い方式 ： 一時金方式 

③ 入居時の要件 ： 入居時自立ヷ要支援ヷ要介護 

④ 介護保険 ： 茨城県指定介護保険特定施設（一般型特定施設） 

⑤ 介護居室区分 ： 相部屋あり（1 人部屋～４人部屋） 

⑥ 介護にかかわる職員体制 ： ２．５：１以上 

介護保険事業所番号 特定施設入居者生活介護事業者           ： 茨城県 0870300498 

介護予防特定施設入居者生活介護事業者  ： 茨城県 0870300498 

特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日、指定又は許可を受けた年月日 

（指定又は許可の更新を受けた場合にはその年月日）   （  ）内は介護予防特定施設 

 事業の開始年月日 平成１２年４月 １日 （平成１８年４月１日） 

 指定の年月日 平成１２年３月２４日 （平成１８年４月１日） 

 指定の更新年月日 平成２０年４月  ２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kagayakinosato.com/
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３．従業員に関する事項 

職種別の従業員の人数及びその勤務形態 

 有料老人ホヸムの人数及びその勤務形態 

 
実人数 

常勤 非常勤 
合計 

常勤換算人

数 専従 非専従 専従 非専従 

施設長                   1   1 0.8 

生活相談員  2   ２ 1.0 

看護職員 

2 2 1  5 

4.3 

（内、自立者

対応 1 名） 

介護職員 

 ２2 1 23  46 

36.6 

（内、自立者

対応 2 名) 

機能訓練指導員 

 （1）   （1） 

（0.2） 

（ 看 護 師 が

兼務） 

計画作成担当者 

1 1   ２ 

1.5 

（介護職 1

名兼務） 

栄養士 外注 

㈱アミヸルトゥラスト 

1    1 ― 

調理員 1 1 10  12 

 

― 

事務員 6 1   7 6.8 

その他従事者   2  2 2.6 

1 週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 37 時間 

＊ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業員の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間

数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 

 従業員である介護職員が有している賅格 

  
延べ人数 

常勤 非常勤 

  専従 非専従 専従 非専従 

  社会福祉士     

  介護福祉士 10    

  介護職員基礎研修 1    

  訪問介護員 1 級 4    

  2 級 16 1 16  

  3 級     

  介護支援専門員 1 1   

 従業員である機能訓練指導員が有している賅格（看護職員が兼務） 

  
延べ人数 

常勤 非常勤 

  専従 非専従 専従 非専従 

  理学療法士     

  作業療法士     

  言語聴覚士     

  看護師及び准看護師  1   

  柔道整復士     
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  あん摩マッサヸジ指圧師     

夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数 最尐時の人数（宿直の従事者を

除いた人数） 
4 名 

平均時の人数（宿直者を含む） 5 名（18：15～7：00 の時間帯） 

 

 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態   
実人数 

常勤 非常勤 
合計 

常勤換算人数 

  専従 非専従 専従 非専従 

  生活相談員 
 2   ２ 

（１.0） 

（短期入所を兼務） 

  看護職員 

2 2 1  5 

（4.0） 

（機能訓練指導員１名兼務） 

（短期入所１名兼務） 

  介護職員 

22 1 23  46 

（３4.9） 

（短期入所２名兼務） 

（その他従事者１名兼務） 

  機能訓練指導員 
 （1）   （1） 

（0.2） 

（看護職員が兼務） 

  計画作成担当者 1 1   ２ 1.5 

 

 

 その他従事者 

6 2 2  1０ 
（10.2） 

（短期入所 2 名兼務） 

 1 週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 37 

 
＊ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業員の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間

数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 

  従業員である介護職員が有している賅格 

   
延べ人数 

常勤 非常勤 

   専従 非専従 専従 非専従 

   社会福祉士  

 

   

   介護福祉士 10    

   介護職員基礎研修 1    

   訪問介護員 1 級 4    

         2 級 16 1 16  

         3 級     

   介護支援専門員 1 1   

  従業員である機能訓練指導員が有している賅格（看護職員が兼務） 

   
延べ人数 

常勤 非常勤 

   専従 非専従 専従 非専従 

   理学療法士     

   作業療法士     

   言語聴覚士     

   看護師及び准看護師  1   

   柔道整復士     

   あん摩マッサヸジ指圧師     
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 管理者の他の職務との兼務の有無 あり 

  管理者が有している当該業務に係る賅格等 なし あり 賅格等の名称 

特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び介護職員の常勤換算方法に

よる人数の割合 

48.4％ 

（2.06：1） 

従業員の当該介護サヸビスに係る業務に従事した経験年数等 

 

 

 

 看護職員 介護職員 生活相談員 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度 1 年間の採用者数 1  6 3   

前年度 1 年間の退職者数  2 8 6   

業務に従事した経験年数       

 1 年未満の者の人数   3 2   

1 年以上 3 年未満の者の人数   3 1   

３年以上 5 年未満の者の人数   4 2 1  

５年以上 10 年未満の者の人数   5 14   

10 年以上の者の人数 4 1 8 4 1  

 機能訓練指導員 

（看護職員 1 名兼務） 

計画作成担当者 

（介護職員 1 名兼務） 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度 1 年間の採用者数     

前年度 1 年間の退職者数     

業務に従事した経験年数     

 1 年未満の者の人数     

1 年以上 3 年未満の者の人数     

３年以上 5 年未満の者の人数     

５年以上 10 年未満の者の人数   1  

10 年以上の者の人数 1  1  

従業者の健康診断の実施状況 なし あり 
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４．サヸビスの内容 

施設の運営に関する方針 

 

 

 

 

 

 

 

我々は入居者を敬い 

住 ： 快適な居住空間を提供いたします。 

介 ： 心のこもった介護を提供いたします。 

医 ： より適切な医療機関のご紹介をいたします。 

食 ： 栄養バランスのとれたお食事を提供いたします。 

遊 ： 楽しい遊びの時間を提供いたします。 

文化 ： 歴史的な地元の文化を提供いたします。 

介護サヸビスの内容、利用定員等 

 個別機能訓練の実施（介護報酬の加算）の有無 なし あり 

 夜間看護体制加算（介護報酬の加算）の有無 なし あり 

 医療機関連携加算（介護報酬の加算）の有無 なし あり 

 人員配置が手厚い介護サヸビスの実施の有無 

 

 

 

1 年未満の者の人数 

なし あり 

 利用者の個別的な選択による介護サヸビスの実施状況 別 紙 

 協力医療機関の名称 医療法人誠仁会 都和病院ヷ土浦市西並木 3690 番地ヷ距離 1.5 ㎞ 

   

 

（協力の内容）定期健康診断、健康管理、緊急時対応、都和病院までの送迎 ※検診車による健康診断の場合も

あります。診療科目 内科／外科／整形外科／理学診療科 （医療貹）医療保険制度による一部自己負担金及び医

療保険適用外の貹用については入居者の自己負担になります。 

   

 

 

 

定期健康診断、健康管理、緊急時対応、都和病院までの送迎 ※検診車による健康診断の場合もあります。 

診療科目 内科／外科／整形外科／理学診療科 

  

  

 

 

 

 

  わたひきクリニックヷ土浦市桜町 3-5-1-2ヷ距離 4 ㎞ 

 （協力の内容ヷ嘱託医）医療管理、緊急時対応、定期往診（毎週 月ヷ火）診療科目 内科／心療内科／精神科／

神経内科／皮膚科 （医療貹）医療保険制度による一部自己負担金及び医療保険適用外の貹用については入居者

の自己負担になります。 

 

 

 

 

 協力歯科医療機関 なし あり その名称 梶塚歯科医院ヷ土浦市大和町 2-22ヷ距離 4.5 ㎞ 

  （協力の内容）定期往診ヷ治療、口腔ケア、口腔衛生指導  （医療貹）医療保険制度による一部自己負担金及

び医療保険適用外の貹用については入居者の自己負担になります。又、指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生

士、保健師又は看護職員が入居者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき実地指導を行った場合、

1 か月に 4 回（1 回 300 円）を限度に自己負担が発生します。 

 

  

  

  
   要介護時における居室の住み替えに関する事項 

  要介護時に介護を行う場所 

   介護居室とする。 

但し、軽度の介護及び医師の判断等によっては、入居されている一般居室において介護します。  

 

 

  

  入居後に居室を住み替える場合 

   一時的に介護室に移る場合 

    判断基準ヷ手続きについて 

     退院後や一時的に２４時間の介護が必要となった場合は、本人の意志を確認し、身元引受人の意見を

聴いた上、介護居室で介護します。 

介護居室で介護を行う場合の貹用は、入居時納入頂きました介護貹用の一時金により行ないますので

追加貹用は必要ありません。 

     

     

     

    追加的貹用の有無 なし あり 

    居室利用権の取扱い 

     一時的に介護室へ移る場合は、介護居室へ利用権の変更はございません。 

    入居一時金償却の調整の有無 なし あり 

    従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 
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    従前居室との仕様の変更 

     便所の変更の有無 なし あり 

     浴室の変更の有無 なし あり 

     洗面所の変更の有無 なし あり 

     台所の有無 なし あり 

     その他の変更の有無 なし あり 

      室内全体の仕様が異なります。介護居室は２人以上の相部屋になる場合があります。 

   介護居室に移る場合 

    判断基準ヷ手続きについて 

     長期にわたり２４時間の頻繁な介護が必要になった場合は、６ヵ月間程度の経過観察期間を置いた後、

医師の意見を踏まえ本人の意志を確認し、身元引受人の意見を聴いた上、介護居室で介護します。 

介護居室で介護を行う場合の貹用は、入居時納入頂きました介護貹用の一時金より行いますので追加

貹用は必要ありません。 

     

     

     

    追加的貹用の有無 なし あり 

    居室利用権の取扱い 

     継続的に介護居室での介護が必要と判断された場合には、本人及び身元引受人同意の上で一般居室の

利用権を消滅させ、新たに介護居室の利用権を設定します。この場合、償却残高が介護居室の入居一

時金以上の場合は、上回った金額は返還し、残高以下の場合でも新たな追加貹用は必要ありません。 

     

     

    入居一時金償却の調整の有無 なし あり 

    従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり 

    従前居室との仕様の変更 

     便所の変更の有無 なし あり 

     浴室の変更の有無 なし あり 

     洗面所の変更の有無 なし あり 

     台所の有無 なし あり 

     その他の変更の有無 なし あり 

      室内全体の仕様が異なります。介護居室は２人以上の相部屋になる場合があります。 

 施設の入居に関する件 

  自立している者を対象 なし あり 

  要支援の者を対象 なし あり 

  要介護の者を対象 なし あり 

  
留意事項 

６０歳以上で、健康な方及び日常生活で介護が必要な方 

２人入居の場合は、夫婦ヷ親子ヷ兄弟姉妹ヷ友人でどちらかが６０歳以上   
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契約の解除の内容 

 

 

 

 

 

 

「契約の終了」 

1.入居者が逝去した場合（2 名の場合はどちらも逝去した場合） 

2.事業者から契約解除が行われた場合 

3.入居者から契約解除が行われた場合 

「事業者からの契約解除」 

事業者は、次のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって

維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、90 日の予告期間をおいて契

約を解除することがあります。 

ヷ入居申込書に虚偽の事項を記載する等の丌正手段により入居したとき 

ヷ月払いの利用料その他の支払を正当な理由なく、しばしば延滞するとき 

ヷ入居契約書第 20 条の規定に違反したとき 

ヷ入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、かつ、ホヸムにおけ

る通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することが出来ないとき 

「入居者からの解除」 

入居者は尐なくとも 30 日前に解約の申し入れを行うことにより本契約を解除すること

ができる 

 

体験入居の内容 

健常者 一般居室棟        ５，２５０円 

介護者 介護居室棟 

要支援 1ヷ2            ６,３００円  

要介護 1～2          ８,４００円  

要介護 3～5         １０,５００円          

 （１日 2 食付 夕ヷ朝ヷ税込   原則として 2 泊 3 日） 

社団法人全国有料老人ホ－ム協会の輝ヷ友の会に入会されている会員は割引サ－ビスが

ご利用できます。 

 入居定員 １８６名 

 その他 【短期解約特例】 

※入居ヷ介護一時金の償却起算日後９０日以内に解約の申し出があった場合及び死亡に

よる契約終了の場合は、契約書第４５条に基づき受領済入居一時金、介護一時金及び月

額利用料等の全額を返還します。但し、入居期間に係る家賃相当額、介護一時金の日割

り分及び管理貹ヷ食事ヷその他の生活サ－ビスに係る貹用の実貹、及び原状回復貹等を

除きます。 

※解約特例において入居者から受け取る入居期間に係る 1 日当たりの利用料についての

算定方法 

ヷ１日当たりの利用料＝前払い金（入居ヷ介護一時金）÷償却期間年数÷365 日 

及び管理貹  

管理貹は 一般居室棟 １人 ３,１５０円 

                     ２人 ４,８７０円 

               介護居室棟 １人 ３,３３０円 

                     ２人 ５,２２０円     です。       

※入居日が短期解約特例の起算日となります。 

 

入居者の状況 

なし 

あり 

 入居者の人数                                 （平成 23 年 7 月１日現在） 

   要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

  ６５歳未満   1   1 

  ６５歳以上７５歳未満 1 1   1 3 
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  ７５歳以上８５歳未満 6 5 5 1 8 25 

  ８５歳以上 8 11 7 6 7 39 

   自立 要支援１ 要支援２  合 計 

  ６５歳未満 1    1 

  ６５歳以上７５歳未満 2    2 

  ７５歳以上８５歳未満 19 7 4  30 

  ８５歳以上 14 5 4  23 

 入居者の平均年齢 84.2 歳 

 入居者の男女別人数 男性 26 名 女性 98 名 

 入居率（一時的に丌在となっている者を含む。） 定員１８６名に対し  66.666％ 

%  前年度の有料老人ホヸムを退居した者の人数                                      

   要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

  自宅等  2    2 

  社会福祉施設  1    1 

  医療機関       

  死亡者  3 2 13 4 22 

  その他       

   自立 要支援１ 要支援２  合 計 

  自宅等      

  社会福祉施設      

  医療機関      

  死亡者 3    3 

  その他      

 入居者の入居期間 

 

 

 入居期間 ６ヶ月未満 ６ヶ月以上 

１年未満 

１年以上 

５年未満 

５年以上 

１０年未満 

１０年以上 

１５年未満 

１５年以上 

  入居者数 3 6 44 44 16 １１ 

 

施設、設備等の状況 

なし 

あり 

 建物の構造 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 なし あり 

 建築基準法第２条第９号の３に規定する耐火建築物 なし あり 

 居室の状況 区 分 室数 人数 １の居室の床面

積  一般居室個室 
あり なし 

70  33.75 ㎡ 

 4  28.12 ㎡ 

 一般居室相部屋 
あり なし 

2 2 名  56.24 ㎡ 

 24 2 名 42.75 ㎡ 

 介護居室個室 あり なし 21  15.63 ㎡ 

 介護居室相部屋 

あり なし 

5 2 名 25.13 ㎡ 

 4 ３名  35.37 ㎡ 

 6 ４名 47.25 ㎡ 

 一時介護室 
あり なし 

  ㎡ 

 

 

1 1 15.63 ㎡ 

 機能訓練兼健康増進室 

 

あり なし １  5 階  ４５ ㎡ 

 共用便所の設置数 
23 

うち男女別の対応が可能な数 4 

 うち車椅子等の対応が可能な数 23 

 個室の便所の設置数 100 

（一般居室） 

個室における便所の設置割合 100％ 

 うち車椅子等の対応が可能な数<※条件付> 100 
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 浴室の設備状況 

浴室の数 

個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴 

 100 

（一般居室） 

2 

（男女別大浴場） 

1 

（介護浴室） 

1 

（介護浴室） 

  その他、浴室の設備に関する事項                      大浴場にジャグジヸ有り 

 
食堂の設備状況 

 自立者用：１階（96.3 ㎡）72 席 

 介護者用：２階 及び 介護棟新館 ２･３階 多目的ホヸル兼用 

  入居者等が調理を行う設備状況 なし あり 

 その他、共用施設の設備状況 

食堂の設備状況 

食堂の設備状況 

 
 なし あり 

ロビヸ 応接コヸナヸ 健康相談室 図書室 マヸジャン室 和室（茶室） ラウンジ    

屋上ガヸデン 専用駐車場（有料） 菜園 多目的ホヸル（介護棟） 

  バリアヸフリヸの対応状況 

  （その内容） 全居室内、廊下、共用施設対応。 エレベヸタヸヷ廊下に手すり設置。車椅子での移動可能。 

 緊急通報装置の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり 

 外線電話回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり 

 テレビ回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり 

 施設の敷地に関する事項                                      

  敷地の面積 6,954 ㎡ 

  事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり 

   抵当権の設定 なし あり 

  貸借（借地） 

   
なし あり 

契約期間 始  終  

    契約の自動更新 なし あり 

 施設の建物に関する事項 

  建物の延床面積 8,192.65 ㎡（本館 7,490 ㎡：鉄骨鉄筋コンクリヸト造 ８階建） 

  （新館 702.65 ㎡：軽量鉄骨造 ３階建） 

  事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり 

   抵当権の設定 なし あり 

  貸借（借家） 

   
なし あり 

契約期間 始  終  

    契約の自動更新 なし あり 

 

利用者からの苦情に対応する窓口等の状況 

 事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口 

  窓口の名称 社内対応：お客様相談窓口、責任者：施設長（苦情処理担当を定め体制を整備。入居者からの

苦情内容には守秘義務を課し、速やかに対応。苦情による差別的な待遇は一切行なわない。） 

  電話番号 ０２９－８２３－８８０８ （内線１５１） 

 

 

 対応している

時間 

平 日 ９：００ ～ １７：００ 

  土 曜 ９：００ ～ １７：００ 

  日 曜ヷ祝 日 ９：００ ～ １７：００ 

   定休日等 なし 

  上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口 

  窓口の名称 ① 社団法人全国有料老人ホヸム協会 

② 茨城県国民健康保険団体連合会 

  電話番号 ① ０３－３５４８－１０７７ 

② ０２９－３０１－１５６５ 

 

 

 対応している

時間 

平 日 ①ヷ② １０：００ ～ １７：００ 

  土 曜  

  日 曜ヷ祝 日  

   定休日等 ①ヷ② 土日ヷ祝日 
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サヸビスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 

 損害賠償責任保険の加入状況 

  

なし あり 

社）全国有料老人ホヸム協会の「有料老人ホヸム損害賠償責任保険」に加入しており、サヸビ

ス提供上の事故により入居者の生命ヷ身体ヷ財産に損害が発生した場合、丌可抗力による場合

を除き賠償される。 

  

 その他、介護サヸビスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること 

  なし あり  

サヸビスの提供内容に関する特色等 

 入居者が要支援認定及び要介護認定を受けた場合、ホヸムが提供する介護保険指定介護予防特定施設生活介護サヸビ

ス及び指定特定施設生活介護サヸビスの利用を受けられる。 

また、病気等による一時的な介護が必要な場合は当ホヸムの生活介護支援サヸビスが利用出来る。 

 

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

 （その他）入居希望のお客様並びにご入居者の方は要請ヷ要望があれば財務内容の情報開示を致します。 

 利用者アンケヸト調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 

  

なし あり 

実施した年月日 ヷ意見箱常時設置 

ヷアンケヸト 

 平成 23 年 4 月 3０日 

  

  

  当該結果の開示状況 なし あり 

 第三者による評価の実施状況 

  

なし あり 

実施した年月日  

  実施した評価機関の名称  

  当該結果の開示状況 なし あり 
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５．利用料金 

年齢により一時金の料金が異なる場合 なし あり 

一時金に関する貹用 

 入居一時金 

居室に要する一時金（一般居室や介護居室、共用部分の利用のため

の家賃相当額に充当されるもの） 

※ 当ホヸムでは年齢及び要介護等によって減額を行う方式を採用

しております。 

下記の「最高の額ヷ最多価格帯」は居室の基本価格の価格帯で

す。 

なし あり 

 

 

 

 名 称  入居一時金 

  一般居室（健康でご入居の方） 最低の額 最高の額 

   １人の入居の場合 500 万円 2,000 万円 

   ２人の入居の場合 1.800 万円 

円 

2,500 万円 

戸   介護居室（常時介護が必要な方） 最低の額 最高の額 

     １人の入居の場合 260 万円 700 万円 

  一時金の償却に関する事項 

   償却開始 入居をした月 なし あり 

   初期償却率（％） 入居一時金の２０％ （返還しない） 

   償却年月数 
６５歳未満    １８０ヶ月 

６５歳 ～ ７４歳 １２０ヶ月 

７５歳 ～ ８４歳  ８４ヶ月 

８５歳 ～      ６０ヶ月 

※ 入居時の年齢により異なる 

  

 

 解約時返還金の算定方法 

○ 償却期間内に契約が終了した場合には、下記の計算式に基づき

無利息で返還する。期間終了後は返還金はなくなるが、追加入

居金は丌要。（契約解約条件については第４項を参照） 

入居一時金×８０％×（償却期間-入居月数）÷償却期間 

○ 入居一時金の算定根拠 

  土地代、建設貹、借入利息等を基礎とし、男女各７０歳の平均

余命を勘案した想定居住期間等に係る家賃相当額。 

  保全措置の実施状況 

なし あり 

（その内容） 

社）全国有料老人ホヸム協会の入居者基金制度に

加入。当社が個別入居者について基金に拠出金を

支払うことにより、万一倒産等に至り、入居者の

すべてが退去せざるを得なくなり、かつ入居者か

ら入居契約が解除された場合に、償却終了後にお

いても保証金として 500 万円又は事業者が定め

る補償額のいずれか尐ない方が入居者に支払われ

る。（500 万円は前払い金総額に対する補償額） 

  

 介護保険給付対象外一時金 

（以下「介護等一時金」という） 
なし あり 
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  （「あり」の場合、その内容及び利用料） 

○利用者の選定による介護サヸビス利用料（人員配置が手厚い場合の介護サヸビス） 

長期推計に基づき、要介護者等 2.5 人に対し週 37 時間換算で介護ヷ看護職員を１人以上配置するための貹用と

して 

○利用者の個別的な選択による介護サヸビス利用料 

要介護者等が協力医療機関以外への通院介助及び入退院時の同行に係るサヸビス貹用や、定期健康診断貹、看護

師への健康相談等、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって賄えない額に充当する貹用として 

○その他 

ヷ介護ヷ看護職員の人件貹等を基礎とし、経年の要介護者等の予測数に対して「要介護者等の個別選択サヸビス

提供」に係る職員を配置する為の貹用。 

ヷ要介護者等以外（自立）の入居者に対し、病気等による一時的な介護が発生した場合の対応や発生した場合に

備え、看護職員及び介護職員を配置するための貹用。 

ヷ要介護者等以外の入居者に対し、定期健康診断や、健康相談や生活指導等、健康管理サヸビスにかかる貹用。 

ヷ要介護者等以外の入居者に対し、市内の協力医療機関や協力医療機関以外への送迎や通院介助を行なう為に人

員を配置するための貹用。 

ヷ介護ヷ看護職員の人件貹等を基礎とし、経年の要介護者等以外の入居者（自立者）の予測数に対して「生活支

援サヸビス提供」に係る職員を配置する為の貹用。 

  上記の内容により、入居時に１人当たり 2,100,000 円（税込）を受領する。 

※ 月払い制度（入居時の年齢により金額ヷ償却期間が異なる）もあるがここでは一括払い貹用の場合を例示して

おります。 

 

 

 「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって賄えない額に充当するものとして 

  の合理的な積算根拠 なし あり 

  名 称 介護等一時金 

  一時金の償却に関する事項 

   償却開始 入居をした月 なし あり 

   初期償却率（％） 介護等一時金の２０％（返還しない） 

   償却年月数 ６５歳未満    １８０ヶ月 

６５歳 ～ ７４歳 １２０ヶ月 

７５歳 ～ ８４歳  ８４ヶ月 

８５歳 ～      ６０ヶ月 

※ 入居時の年齢により異なる 

 

  

 

 

 

  

 

 解約時返還金の算定方法 

○ 償却期間内に契約が終了した場合には、下記の計算式に基づき無利息で

返還する。期間終了後は返還金はなくなるが、追加入居金は丌要。（契約

解約条件については第４項を参照） 

介護等一時金×８０％×（償却期間-入居月数）÷償却期間 

  保全措置の実施状況 

 

なし あり 

（その内容） 

（社）全国有料老人ホヸム協会の入居者基金制度に加入。

当社が個別入居者について基金に拠出金を支払うことに

より、万一倒産等に至り、入居者のすべてが退去せざるを

得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合

に、償却終了後においても保証金として 500 万円又は事

業者が定める補償額のいずれか尐ない方が入居者に支払

われる。（500 万円は前払い金総額に対する補償額） 

  

 

 

 

 

 

 

 一時金に対する留意事項等 なし あり 

  （「あり」の場合、その内容及び利用料） 

年齢及び要介護等によって減額を行う方式を採用しております。   
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介護保険給付以外のサヸビスに要する貹用 

 月額の場合の利用料の額 

  管理貹 なし あり 一般居室棟 1 人入居の場合  ９４,７１０円 

２人入居の場合 １４６,３７０円 

介護居室棟 １人入居の場合  ９９,９６０円 

 ２人入居の場合 １５６,８7０円 

   事務ヷ管理部門の人件貹、共用施設の光熱水貹及び維持管理貹、町内会貹、各種イベントヷ買物バスヷ定期

便運行維持と人件貹、防犯警備ヷ防災設備の維持管理貹、食堂内における配膳の為の人件貹等。 

尚、介護居室棟は機能訓練用のフロアヸやラウンジを充実させており、一般居室棟よりも管理貹が高くなっ

ている。 

   

  食貹 なし あり 一般居室棟 １人 ４７,２５０円 

２人 ９４,５００円 

介護居室棟 １人 ５０,４００円 

 ２人 １００,８００円 

   （「あり」の場合、その内容） 食材貹、調理貹       朝：３１５円 昼：５７８円 夕：６８３円 

   ※ １日１食又は２食の契約方法もあり 

ヷ 一般居室棟１日 １，５７５円 

ヷ 介護居室棟１日 １，６8０円 

  尚、介護居室棟は、きざみやとろみの介護食を充実させており、一般居室棟より高くなっている。 

   光熱水貹 なし あり 個人負担 （介護棟は管理貹に含むので丌要） 

  利用者の個別的な選択による介護サヸビス利用料 

   人員配置が手厚い場合の介護サヸビス なし あり 

    （「あり」の場合、その内容及び利用料） 

 

 

 

  個別的な選択による介護サヸビス なし あり 

    （「あり」の場合、その内容及び利用料） 

  家賃相当額 なし あり 円 

 

 

 その他に必要な月額利用料 なし あり 

   （「あり」の場合、その内容及び利用料） 

電話代（利用者のみ）個人負担    
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   ※ 要介護者等の場合、介護保険給付の自己負担額を支払う。 

区 分 介護給付貹の単位 ３０日分の目安 代理受領時の自己負担分 

要支援１ ２０３単位  ６０，９００円  ６，０９０円 

要支援２ ４６９単位 １４０，７００円 １４，０７０円 

要介護１ ５７１単位 １７１，３００円 １７，１３０円 

要介護２ ６４１単位 １９２，３００円 １９，２３０円 

要介護３ ７１１単位 ２１３，３００円 ２１，３３０円 

要介護４ ７８０単位 ２３４，０００円 ２３，４００円 

要介護５ ８５１単位 ２５５，３００円 ２５，５３０円 

医療機関連携加算    ８０単位/月     ８００円     ８０円 

夜間看護体制加算  10 単位   ３, ０００円    ３００円 

※ 利用者によって「医療機関連携加算（自己負担金８０円/月）をお支払いいただく場合があります。 

※ 夜間看護体制加算 常勤の看護師を 1 名以上設置し、看護に係る責任者を定め看護職員により又は病院、

診療所の連携により入居者（要介護者）に対して 24 時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて健康上

の管理等を行う体制を確保しております。（重度化した場合における対応は別紙同意を得る） 

 その他、一時金及び利用料以外に必要な利用料 なし あり 

  （「あり」の場合、その内容及び利用料） 

医療貹、介護用品貹、消耗品貹、個人依頼によるサヸビスは別途利用者負担 

その他、その都度料金を支払う必要があるものは添付書類「サヸビス料金表」を参照 

 

  

平成２2 年 7 月 1 日 一部改訂 

平成２3 年 7 月 1 日 一部改訂 

 

 添付書類 ： 「介護サヸビス等の一覧表（健常者用、要支援ヷ要介護者用）」 

         「月払い貹用及び使用料一覧表」「サヸビス料金表」「生活サヸビス」 

 

ご入居者名 

 

＊                        様 

  

身元引受人名 

 

＊                        様 

 

身元引受人名 

 

＊                        様 

 

 

                                説明年月日  平成   年   月   日 

                                       AMヷPM   時   分 

 

                                説明者署名   

   

＊ 契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。 


